




（敬称略、五十音順）

選出区分 氏　名
団体名及び役職

（下段ｶｯｺ書きは委員就任時の役職等）
備　考

学識経験者 秋
あき

　山
やま

 　義
よし

　昭
あき

国立大学法人 小樽商科大学学長

公募市民 足
あし

　達
だて

 　友
とも

　子
こ

各種団体 石
いし

  井
い

　 正
まさ

  巳
み 小樽市総連合町会会長

（前 小樽市総連合町会副会長）

教育関係者 大
おお

　上
がみ

 　忠
ただ

　雄
お

小樽市中学校長会会長

教育関係者 大
おお

  沼
ぬま

　    　寛
ひろし

北海道高等学校長協会後志支部支部長

保護者 川
か わ

眞
　ま

田
た 

  俊
しゅん

  子
こ

小樽市父母と教師の会連合会会長（中学校）

教育関係者 熊
くま

　澤
ざわ

　 哲
てつ

  美
み 小樽市立天神小学校教諭

（前 北海道教職員組合小樽市支部書記長）

各種団体 鈴
すず

  木
き

　 秀
ひで

  典
のり

社団法人 小樽青年会議所理事長

保護者 高
たか

　橋
はし

　 京
きょう

　子
こ

小樽市父母と教師の会連合会副会長（小学校）

教育関係者 田
た

　中
なか

　 文
ふみ

　朗
お 小樽市小学校長会会長

（前 小樽市小学校長会副会長）

教育関係者 野
の

  村
むら

 　定
さだ

  弘
ひろ

小樽私立幼稚園連合会会長

学識経験者 林
はやし

   　  　　　堯
たかし

学校法人小樽高川学園 小樽短期大学教授

公募市民 日
ひ

●間
ま

　佐
さ

登
と

子
こ

※●は「野
の

」です。

各種団体 山
やま

　本
もと

　 憲
けん

　治
じ 小樽ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ会議

地域別ﾈｯﾄﾜｰｸづくり準備委員会委員長

公募市民 吉
よし

　田
だ

 　弘
ひろ

　恵
え

（以上１５名）
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２．小樽市立学校の規模・配置の在り方検討委員会設置要綱

制 定 平成18年３月30日教育委員会決定

（設置）
第１条 本市における児童・生徒のより良い教育環境の整備充実を図るため、市立小中学
校の規模や全市的な配置の在り方について総合的な検討を行うことを目的に、小樽市立
学校の規模・配置の在り方検討委員会（以下「検討委員会」という。）を設置する。

（任務）
第２条 検討委員会は、教育長の諮問に応じ、本市における児童・生徒を取り巻く状況や
地域の実情、社会経済情勢の動向などを基に、小樽市小中学校適正配置計画の策定に関
して必要な事項について検討し、その結果を答申する。

（組織等）
第３条 検討委員会は、委員１５名以内をもって組織する。
２ 委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 保護者
(4) 公募市民
(5) 教育長が必要と認める者

（任期）
第４条 委員の任期は、検討委員会の最終的な意見等を教育長に答申した日までとする。
２ 委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充することができる。

（委員長及び副委員長）
第５条 検討委員会に委員長及び副委員長各１名を置く。
２ 委員長は委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。
３ 委員長は会務を総理し、検討委員会を代表する。
４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その
職務を代理する。

（会議）
第６条 検討委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。
２ 委員長は、会議の議長となる。
３ 会議は、委員（議長である委員長を含む。次項において同じ。）の過半数が出席しな
ければ、開くことができない。

４ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところに
よる。

５ 会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員の過半数の同意に
より、会議を非公開とすることができる。

６ 会議の傍聴に関しては、小樽市教育委員会傍聴人規則（平成15年小樽市教育委員会規
則第８号）の例による。この場合において、「委員長」とあるのは、第５条第１項の委
員長をいう。



（小委員会）
第７条 検討委員会は、必要に応じ、第２条に掲げる任務に関し専門的又は集中的に審議
するために、小委員会を置くことができる。

２ 小委員会の委員は、委員長が指名する。

（意見聴取及び資料提出）
第８条 委員長は、検討を進めるに当たり必要と認めるときは、会議において関係者の出
席を要請し、意見、説明及び資料の提出を求めることができる。

（庶務）
第９条 検討委員会の庶務は、小樽市教育委員会教育部学校教育課において行う。

（雑則）
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会に関し必要な事項は、教育長が定める。

附 則
この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。

（参考～第６条関係）「小樽市教育委員会傍聴人規則」
（目的）

第１条 この規則は、小樽市教育委員会会議規則（昭和３１年小樽市教育委員会規則第８号）第１８条第２

項の規定に基づき、傍聴の手続き、その他傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

（傍聴の手続）

第２条 会議を傍聴する者（以下「傍聴人」という。）は、自己の住所、氏名及び年齢を小樽市教育委員会に

備付けの傍聴人名簿に記入しなければならない。

２ 傍聴人が団体の場合、その代表者又は責任者は、前項に規定する事項、団体名及び人員を傍聴人名簿に

記入しなければならない。

（傍聴の制限）

第３条 委員長は、傍聴席の都合により傍聴人を制限することができる。

（委員席への入場禁止）

第４条 傍聴人は、委員席に入ることができない。

（傍聴席に入ることができない者）

第５条 銃器その他他人に危害を及ぼすおそれのあるものを携帯し、又はめいていした者は、傍聴席に入る

ことができない。

（傍聴人の遵守事項）

第６条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 委員の言論に対して公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てる等の行為により会議を妨害しないこと。

(2) 飲食又は喫煙をしないこと。

(3) 携帯電話を使用しないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

（写真撮影等の禁止）

第７条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に委

員長の許可を得た者は、この限りでない。

（違反に対する措置）

第８条 傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これ

を退場させることができる。
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７．小樽市小・中学校適正配置計画基本方針

制 定 平成１１年 ２月２６日

小樽市小・中学校適正配置計画基本方針は、適正な学級規模を有する学校の配置（以下「適
正配置」という。）計画の策定に関し必要な基本的事項を定めることを目的とする。

記

１． 適正配置は、地域に根ざす新しい学校・特色ある学校づくりを目指し、もって、活力に
満ちた学校・活力あふれる教育活動の実現を目指すものとする。

２． 適正配置は、児童生徒数の現状と今後の推移を踏まえ、通学区域の見直しにより行うも
のとする。
その際、地勢・交通事情・通学距離・通学時間等に配慮しながら検討する。

３． 適正配置における学校の学級規模については、学校教育法施行規則に規定する学級規模
を勘案し検討する。

４． 適正配置後における校舎・校地の再利用については、検討委員会を設置し、その有効活
用について検討する。

５． 適正配置は、基本方針策定後、引き続き、実施方針・実施計画を策定し、関係団体、地
域等の理解と協力を得ながら計画的に実施する。

８．小樽市小・中学校適正配置計画実施方針

制 定 平成１１年 ８月１８日
一部改正 平成１１年１０月２９日
一部改正 平成１２年 ８月 ２日

小・中学校適正配置計画実施方針は、適正配置計画実施計画の策定に必要な実施方針を定
めることを目的とし、次のとおり定める

記

１． 適正配置は、小・中学校において、標準学級に満たない、比較的学級数の少ない学校を
対象とし、学校の配置状況、児童生徒数の現状等を踏まえ、通学区域の見直しにより行う。

２． 適正配置は、新一年生における学級規模を、小学校においては２学級、中学校において
は３学級を標準として行うものとする。

３． 通学区域は、通学路の安全性、通学時間等を考慮するとともに、通学距離は、概ね小学
校は４キロメートル、中学校は６キロメートルを超えない範囲で見直しを行う。

４． 適正配置は、小学校は全学年一斉に、中学校においては次のとおりとする。
(１）新１年生（現小６）は、平成１３年４月１日から受入校に入学。
(２）２年生（現中１）は、平成１３年４月１日から受入校に学校が変更。
(３）３年生（現中２）は、現在の学校で卒業。
※ 平成11年10月29日及び平成12年8月2日一部改正

５． 適正配置に伴う校舎等の跡利用については、検討委員会を設置し、その有効活用に努め
る。

６． 実施計画は、平成１１年度から年次的に策定するとともに、関係団体、地域等の理解と
協力を得ながら、平成１３年度から計画的に実施する。
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